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第９回教育研究評議会議事要録

１ 日 時 令和６年１月１０日（水）１３時５５分～１４時４９分

２ 場 所 Ａ３会議室（共通研究Ａ棟６階）

３ 出 席 者 佐古議長，梅津評議員，美馬評議員，田中評議員，高橋評議員，

速水評議員，原評議員，小澤評議員，秋田評議員，武田評議員，

内藤評議員，小坂評議員，吉井評議員，原田評議員，福井評議員，

川上評議員

欠 席 者 なし

陪 席 者 近藤監事，井関監事

４ 審議事項

（１）第４期中期計画の変更について 【資料１－１～１－２，参考資料１】

佐古議長から，資料１－１，１－２に基づき，第４期中期計画を変更すること

について説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

なお，今後，経営協議会及び役員会の議を経た後，１月末までに文部科学大臣

宛て変更申請する旨の説明があった。

（２）学外の専門的知見を有する者の法人経営への参画の推進について 【資料２】

佐古議長から，資料２に基づき，中期目標に掲げる「学外の専門的知見を有す

る者の法人経営への参画」を進めるため，学長を補佐する役職者（副学長・学長

補佐・副理事・特別補佐）に外部者の登用を可能とするよう各種規則等を改正す

る旨の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

改正する規則は以下のとおり

・鳴門教育大学副学長規則

・鳴門教育大学学長補佐規則

・国立大学法人鳴門教育大学副理事規則

・鳴門教育大学特命補佐規則

（３）教員人事について

① 日本語教育・日本文化分野担当准教授の教授昇任について

【資料３－１～３－３】【回収資料３－２】

梅津評議員から，資料３－１～３－３に基づき，日本語教育・日本文化分

野担当准教授の教授昇任について，選考経過及び決定理由等の説明があり，

審議の結果，令和６年４月１日付けでの教授昇任及び大学院研究指導教員の

資格認定について，これを承認した。



- 2 -

② 国際理数教育分野担当講師の准教授昇任について

【資料３－４～３－６】【回収資料３－５】

梅津評議員から，資料３－４～３－６に基づき，国際理数教育分野担当講

師の准教授昇任について，選考経過及び決定理由等の説明があり，審議の結

果，令和６年４月１日付けでの准教授昇任について，これを承認した。

③ 地学担当講師の准教授昇任について

【資料３－７～３－９】【回収資料３－８】

梅津評議員から，資料３－７～３－９に基づき，地学担当講師の准教授昇

任について，選考経過及び決定理由等の説明があり，審議の結果，令和６年

４月１日付けでの准教授昇任について，これを承認した。

（４）教員の選考開始について

① 教育実践学担当准教授又は講師の採用について【資料４－１】

小坂評議員から，資料４－１に基づき，令和６年３月３１日付けで人事交

流期間が満了となる教育実践学担当講師の後任採用として，学長戦略により，

同担当准教授又は講師を令和６年４月１日付けで採用する旨の申出について

説明があり，審議の結果，原案のとおり，教員の選考を開始することについ

て，これを承認した。

なお，本件は，徳島県教育委員会との交流人事での選考を予定しているこ

とから，公募は行わない旨併せて，承認した。

② 実地教育担当准教授又は講師の採用について【資料４－２】

小坂評議員から，資料４－２に基づき，令和６年３月３１日付けで人事交

流期間が満了となる実地教育担当講師の後任採用として，学長戦略により，

同担当准教授又は講師を令和６年４月１日付けで採用する旨の申出について

説明があり，審議の結果，原案のとおり，教員の選考を開始することについ

て，これを承認した。

なお，本件は，徳島県教育委員会との交流人事での選考を予定しているこ

とから，公募は行わない旨併せて，承認した。

（５）客員教授の選考開始について【資料５】

佐古議長及び小澤評議員から，資料５に基づき，客員教授の選考開始について

説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

（６）「国立大学法人鳴門教育大学教員選考規程」の一部改正について【資料６】
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梅津評議員から，資料６に基づき，教員配置に関する基本方針のもと，後任補

充ではなく学長戦略により，必要性に応じた教員配置を行っている現状を鑑み，

教員選考申出書（別記様式第１号）の様式を一部変更する旨の説明があり，審議

の結果，原案のとおりこれを承認した。

変更内容

・前任者の担当授業科目名の記載欄を削除

（７）国立淡路青少年交流の家との連携協定締結について 【資料７】

美馬評議員から，資料７に基づき，国立淡路青少年交流の家からの連携の申出

があった連携協定の締結について説明があり，審議の結果，これを承認した。

なお，協定書の字句修正が生じた場合は，学長に一任することとした。

（８）令和５年度日本語教師養成・研修推進拠点整備事業について

【資料８，参考資料２－１～２－３】

美馬評議員から，資料８に基づき，広島大学から依頼があった日本語教師養成

・研修推進拠点整備事業への参画について説明があり，審議の結果，これを承認

した。

（９）その他

特になし

５ 報告事項

（１）令和５年度学位記授与式及び令和６年度入学式について 【資料９】

佐古議長から，資料９に基づき，令和５年度学位記授与式及び令和６年度入学

式の開催日時及び式次第等について報告があった。

また，新型コロナウイルス感染症の５類移行を踏まえ，来賓の招待，学歌及び

国歌の斉唱，教員及び保護者の会場への入場を再開する旨，併せて報告があった。

（２）「利益相反・研究インテグリティに関する調査」の実施について【資料１０】

田中評議員から，資料１０に基づき，「利益相反・研究インテグリティに関す

る調査」を昨年度と同様に実施することについて報告があった。

（３）その他

特になし
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○２月開催の総務委員会及び教育研究評議会の開催は，合同形式により

２月１４日（水）１３時１０分から開催予定。


